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【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　患者の生理的状態を判定するために患者の身体部分に装着する装置で
あって、
　上記装置は、ハウジングと加圧手段とセンサとを備えるプローブから成り、
　上記ハウジングは、一端が閉じ、反対側が身体部分の先端を含む末端部を受け入れるた
めの開口を有するコンパートメントを有しており、
　上記加圧手段は、身体部分の先端を含む末端部を上記コンパートメント内に入れた時に
、身体部分末端部の回りにほぼ均一に静圧フィールドをかけるためのものであり、この静
圧フィールドは、静脈血管の膨張、静脈の制御不可能な逆流、上記身体の末端への逆行衝
撃波の伝搬を実質的に防止し、また、心臓の高さ以下に身体の末端が位置する時に、その
末端の動脈壁の緊張を部分的に取り除くが、動脈を閉塞することはないようにする充分な
所定の大きさを有しており、
　上記センサは、動脈血液体積に関連した瞬間的な血液体積の変化による上記身体部分の
末端部の体積変化に関連した上記身体部分の末端部の変化を検出するためのものであり、
　上記加圧手段は、
　上記ハウジング内に設けられ、上記ハウジングと共に内部チャンバを形成する内部弾性
膜と、
　上記ハウジングの外部に取り付けられ、上記内部チャンバと連通した外部チャンバを上
記ハウジングと共に形成する外部弾性膜とを備え、
　流体が上記内部チャンバと上記外部チャンバとにより規定される空間内に満たされてお
り、もって、上記内部弾性膜は、上記最先端を含む身体部分末端部の回りにほぼ均一に上
記静圧を加え、上記身体部分末端部の容積が変化しても上記静圧をほぼ同じ大きさに維持
する
　ことを特徴とする装置。
　　【請求項２】　上記外部チャンバは、上記ハウジングに形成された複数の開口部を介
して上記内部チャンバと連通していることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項３】　上記ハウジングは、上記内部チャンバを所望の所定圧に満たすための
一方向バルブを備えたポートを有することを特徴とする、請求項２に記載の装置。
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　　【請求項４】　上記外部弾性膜は環状構造をしており、上記内部チャンバと外部チャ
ンバ間を連通するための上記複数の開口部を形成したハウジングの環状部分の回りに装着
することを特徴とする、請求項２に記載の装置。
　　【請求項５】　上記外部弾性膜は筒状構造をしており、上記内部チャンバと外部チャ
ンバ間を連通するための上記複数の開口部を形成したハウジングの外側先端の回りに取り
付けられていることを特徴とする、請求項２に記載の装置。
　　【請求項６】　上記ハウジングは、上記ハウジングに取り付けられた上記外部弾性膜
から離間して設けられ、注射形手押しポンプの開口端を受けるための環状リングを有し、
該手押しポンプは上記内部チャンバから流体を上記外部チャンバに移すことにより上記外
部チャンバを拡大するために使用され、よって上記身体部分を上記ハウジングのコンパー
トメント内に差し込むのを容易にすることを特徴とする、請求項５に記載の装置。
　　【請求項７】　上記外部弾性膜はユーザが摘むことができる摘み部材を有し、該摘み
部材を使用して上記内部チャンバから上記外部チャンバに流体を移動させることにより上
記外部チャンバを拡大して、上記身体部分を上記ハウジングのコンパートメント内に差し
込むのを容易にすることを特徴とする、請求項５に記載の装置。
　　【請求項８】　上記摘み部材は上記外部弾性膜の外に伸びユーザが握るためのノブで
あり、該ノブは上記外部弾性膜の内面に係合可能な裏当て部材に固定されることを特徴と
する、請求項７に記載の装置。
　　【請求項９】　上記ハウジングは閉じた状態と開いた状態を確実にするヒンジ結合し
た２つのセクションを有し、また該２つのセクションを閉じた状態に締め付けるための少
なくとも１つの締め付け部材を有することを特徴とする、請求項２に記載の装置。
　　【請求項１０】　上記少なくとも１つの締め付け部材は、２つのハウジング・セクシ
ョンに取り付けたマジックテープであることを特徴とする、請求項９に記載の装置。
　　【請求項１１】　上記少なくとも１つの締め付け部材は、２つのハウジング・セクシ
ョンに一体形成された凹凸形状構造であることを特徴とする、請求項９に記載の装置。
　　【請求項１２】　上記ハウジングは、一端が終端壁によって閉じられ、反対側が開い
た筒状側壁を有し、該筒状ハウジングは２つのハーフ・セクションに分割され、該終端壁
で互いにヒンジ結合されていることを特徴とする、請求項９に記載の装置。
　　【請求項１３】　上記ハウジングは、一端が終端壁によって閉じられ、反対側が開い
た筒状側壁を有し、該筒状ハウジングは２つのハーフ・セクションに分割され、該筒状側
壁に沿って互いにヒンジ結合されていることを特徴とする、請求項９に記載の装置。
　　【請求項１４】　上記ヒンジ結合は上記ハウジングの２つのハーフ・セクションに一
体形成したヒンジによることを特徴とする、請求項１２に記載の装置。
　　【請求項１５】　上記ヒンジは上記ハウジングの２つのハーフ・セクションに取り付
けた１本のフレキシブルな非伸縮性材料の帯状体であることを特徴とする、請求項１２に
記載の装置。
　　【請求項１６】　上記内部膜は各ハウジング・セクションの側壁と終端壁に接合した
帯状膜を有し、および、
　上記外部膜は各ハウジング・セクションの外面に取り付けた別の帯状膜を有することを
特徴とする、請求項１２に記載の装置。
　　【請求項１７】　上記加圧手段が、装置内に受け入れた上記身体部分と接触するよう
に上記ハウジングのコンパートメント内に設けられた接着層を有することを特徴とする、
請求項１に記載の装置。
　　【請求項１８】　上記接着層はプラスチック帯状体の内面にあり、プラスチック帯状
体の外面には別の接着層を有し、該プラスチック帯状体はその内面側に該接着層を覆う保
護層を有し、該保護層は剥離可能であり、身体部分が装置内に入れられた時に該内面が、
その身体部分と接触し、しっかりと接着することを特徴とする、請求項１７に記載の装置
。
　　【請求項１９】　上記ハウジングより患者の心臓側で上記ハウジングに隣接し、静圧
フィールドをセンサを越えて患者の心臓側に向かって伸ばすために上記身体部分の回りに
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装着する環状加圧カフを更に有することを特徴とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項２０】　圧力検出装置が上記ハウジング内に設けられ、上記加圧手段により
患者の身体部分に加えられた圧力を検出することを特徴とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項２１】　上記センサは光学センサであり、身体部分がハウジング内に差し込
まれた時に身体部分の片側に位置するように該ハウジング内に設けられた光源と、身体部
分の反対側に位置するように該ハウジング内に設けられた光検出器とを有することを特徴
とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項２２】　上記センサはホール効果センサであり、身体部分がハウジング内に
差し込まれた時に身体部分の片側に位置するように該ハウジング内に設けられた永久磁石
と、身体部分の反対側に位置するように該ハウジング内に設けられた磁界検出器とを有す
ることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項２３】　上記センサは光学センサ装置と体積検出装置の組み合わせを有する
ことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項２４】　上記センサは血液の酸素飽和を検出するためのパルス酸素濃度計で
あることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項２５】　上記センサから、患者の別な身体部分に装着したバンドに設けた電
気回路に導く導電性部材を更に有することを特徴とする、請求項１に記載の装置。
　　【請求項２６】　上記電気回路は上記センサの出力を記憶するための記憶装置を有す
ることを特徴とする、請求項２５に記載の装置。
　　【請求項２７】　上記身体部分は指であることを特徴とする、請求項１記載の装置。
【発明の詳細な説明】
　　　【０００１】
　　【技術分野】
　本発明は、患者の身体の一部に所定の静圧をかけるための圧力アプリケータ装置に関す
る。特に本発明は、同発明者によるＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＬ９７／００２４９に説明の方
法に基づく、ある医学的状態の非侵襲検査をおこなうために患者の指（つまり、手の指や
足のつま先）に取り付けるプローブとして有用である。従って、本発明は特に上記出願に
関連して説明する。
　　　【０００２】
　　【従来の技術】
　ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＬ９７／００２４９（ＷＯ９８／０４１８２，１９９８年２月５
日公開）は、体の末端部、望ましくは患者の指（手の指あるいは足のつま先の指）での動
脈血液体積の変化で現れる末梢動脈の緊張の変化を観察することにより、患者の生理学的
状態の変化を非侵襲検査するための方法および装置について記載している。その出願には
、特に、心筋虚血や睡眠時無呼吸症の検出や、血圧の連続的観察についての方法および装
置が記載されている。その装置は患者の身体の一部（例えば、指）に装着するプローブを
含んでおり、そのプローブは患者の身体部分である末端部を受け入れるハウジングと、患
者の身体部分末端をハウジング内に入れた時に、その末端の回りにほぼ均一に静圧をかけ
るための加圧手段とを有する。静圧フィールドの強さは、静脈血管の膨張、静脈の制御不
可能な逆流、身体の末端への逆行衝撃波の伝搬を実質的に防止し、また、心臓の高さ以下
に身体の末端が位置する時に、その末端の動脈壁の緊張を部分的に取り除くが、動脈を閉
塞することはないようにする充分な所定の大きさを有している。プローブは更に、ハウジ
ング内にセンサを設けており、このセンサは動脈の緊張状態に関連した瞬間的な血液体積
の変化による患者の身体の末梢部の体積変化に関連した身体の末梢部の変化を検出する。
　　　【０００３】
　上記先願には、プローブ内の流体チャンバへの配管によって接続した遠隔圧力源から静
圧を加える構造のプローブについての記載がある。しかし、この遠隔圧力源を利用するこ
とは装置の構造を複雑にし、また患者の移動性を限定することになる。
　　　【０００４】
　　【発明が解決しようとする課題】
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　本発明の目的は上記引用したＰＣＴ出願の方法および装置のプローブとして特に有用で
あり、上記出願の装置と比較して簡潔で、改良された構造の装置を提供することを目的と
する。別の目的は、患者の移動に制約を与えないプローブを提供することである。
　　　【０００５】
　　【課題を解決するための手段】
　本発明の主たる特徴によれば、患者の指に装着し患者の身体状態の変化を検出する装置
を提供する。その装置はプローブから成り、プローブは一端が閉じ、反対側が患者の身体
の末端部を受け入れる開口のあるコンパートメントを有するハウジングと、患者の身体部
末端をコンパートメント内に入れた時に、患者の身体部末端の回りにほぼ均一に静圧フィ
ールドをかけるための加圧手段とを有し、この静圧フィールドは、静脈血管の膨張、静脈
の制御不可能な逆流、身体の末端への逆行衝撃波の伝搬を実質的に防止し、また、心臓の
高さ以下に身体の末端が位置する時に、その末端の動脈壁の緊張を部分的に取り除くが動
脈を閉塞することはないようにする充分な所定の大きさを有しており、さらに動脈血液体
積に関連した瞬間的な血液体積の変化による患者の身体の末梢部の体積変化に関連した身
体の末梢部の変化を検出するためのセンサとを有し、最先端を含む患者の身体の末端部の
回りにほぼ均一に静圧を加えるための加圧手段は、上記プローブ内に全体が内蔵される媒
体で作られることを特徴とする。
　　　【０００６】
　例として以下にいくつかの実施例を記述する。
　　　【０００７】
　後述する複数の実施例のうちの一つのクラスの更なる特徴によれば、上記加圧手段はハ
ウジング内の内部弾性膜を有し、その弾性膜は最先端を含む患者の身体の末端部の回りに
ほぼ均一に、その膜を介して静圧を加えるため流体で満たす内部チャンバをハウジングと
共に形成する。
　　　【０００８】
　後述する実施例の更なる特徴によれば、加圧手段はハウジングの外部に取り付けた外部
弾性膜を更に有し、その弾性膜はハウジングの複数の開口部を介して内部チャンバと連通
する外部チャンバをハウジングと共に形成し、内部チャンバの有効容積を拡大して患者の
身体末端部の容積が変化しても、内部膜がほぼ同じ静圧を患者の身体末端部の回りにかけ
られるようにする。
　　　【０００９】
　更に別の実施例を後述するが、それは加圧手段が患者の身体を差し込む時に、それを受
け入れるためのコンパートメントを形成する窪みを設けた弾性のスポンジ製部材を有する
。
　　　【００１０】
　ハウジング内のセンサの例は、脈拍に関連した血液体積変化と指の回りサイズの変化を
伴う検査対象の指の体積変化を光学的に検出する光学センサ、あるいは磁気的に検出する
ホール効果センサのどちらかである。
　　　【００１１】
　詳細は後述するが、本発明はハウジング内に静圧加圧手段全体を内蔵した構造にプロー
ブを作ることができ、これによりプローブの構造をかなり簡素にでき、同時にこのプロー
ブを使用する患者の移動制限を減少させることになる。しかし、本発明は２つのセクショ
ンに分かれたプローブの形でも実施可能である。すなわち、第一のセクションは本体に取
り付けられた第一ハウジングであり静圧加圧手段の一部分を形成し、第二のセクションは
上記第一セクションと流体接続した静圧加圧手段の別の部分を有する第二ハウジングであ
り、センサがその第二セクション内に設けられている。
　　　【００１２】
　本発明は上記ＰＣＴ出願の方法および装置に特に有用であるが、本発明および、本発明
の様々な特徴は後述するように他の用途にも使用可能である。
　　　【００１３】
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　本発明の他の特徴および利点は以下の説明により明らかになるであろう。
　　　【００１４】
　　【発明の実施の形態】
　図１（ａ）および図１（ｂ）は本発明による指プローブの一形態を示しており、特に上
記ＰＣＴ出願の方法および装置で使用するのに適し、患者の生理学的状態あるいは医学的
状態を非侵襲方法により示すために、患者の身体部分（例えば、指）の末梢動脈の緊張状
態を観察するためのものである。上記に要約を述べたように、また、上記ＰＣＴ出願に詳
細に説明されているように、このプローブは患者の最先端（最遠位端）を含む身体の指先
の回りにほぼ均一に静圧をかけるための加圧手段とを有し、また、動脈血液体積に関連し
た瞬間的な血液体積の変化による患者の指の末梢部の体積変化に関連した指の末梢部の変
化を検出するためのセンサとを有する。しかし、図１（ａ）に示したプローブは上記ＰＣ
Ｔ出願に示されたプローブに比べて簡潔な構造である。というのは、図１（ａ）のプロー
ブの静圧加圧手段がプローブそのものに全体が収まる媒体からなる構造だからである。
　　　【００１５】
　図１（ａ）および図１（ｂ）に示したプローブは堅いプラスチック製のハウジング２を
有している。ハウジングの一端は閉じており、反対側の端部は開いており、患者の指３を
受け入れるコンパートメントを形成している。ハウジング２内の内部膜４はハウジング２
と共にチャンバ５を形成し、チャンバ５は空気のような流体を受け入れ、最先端を含む指
３の末端の周囲にほぼ均一に静圧フィールドを加える。図１（ａ）および図１（ｂ）に示
したプローブは、動脈血流によって生じる患者の指の体積変化を測定するためのセンサを
更に有する。このセンサは指の片側に６ａ、反対側に６ｂの２つの部材から構成されてい
る。また、図示のプローブは、環状リング８によってハウジングに固定されたＵ字形の拘
束バー７を有し、患者の指３がプローブ内に差し込まれた時に、このバー７は内部膜４が
指３をしっかりと押さえることを可能にする。
　　　【００１６】
　上記引例のＰＣＴ出願には、このプローブの構造の詳細および患者の生理学的状態ある
いは医学的状態を観察するための使用方法について記述がある。
　　　【００１７】
　しかし、図１（ａ）および図１（ｂ）に示したプローブは上記引例ＰＣＴ出願の物とは
異なっている。すなわち、患者の指先の周囲にほぼ均一な静圧をかけるための方法に差異
がある。上記ＰＣＴ出願の例では、この静圧はプローブにチューブによって接続した遠隔
設置した圧力源から供給されるが、図１（ａ）および図１（ｂ）に示したプローブはプロ
ーブ・ハウジング内に全体を内蔵した静圧加圧手段を有する。
　　　【００１８】
　このために、図１（ａ）および図１（ｂ）に示したプローブは、ハウジング２の外側に
取り付けた外部弾性膜１０を有し、ハウジングと共に外部チャンバ１１を形成する。この
外部弾性膜１０は環状構造をしており、外部チャンバ１１が環状構造となるようにハウジ
ングの端から離れたハウジングの環状部分の回りに取り付けられている。外部チャンバ１
１はハウジング２を貫通して形成した複数の開口部１２によって内部チャンバ５と通じて
いる。
　　　【００１９】
　外部弾性膜１０は内部チャンバ５の有効体積を拡大し、ラプラスの法則により、チャン
バ５内の体積が変化しても患者の指３の先端回りに内部膜４がほぼ同じ静圧をかける。す
なわち、ラプラスの法則は、膨張可能な中空体内での膨張圧（Ｐ）が、壁（Ｔ）の張力を
中空体の２つの主な曲率半径（Ｒ１、Ｒ２）によって割った結果と平衡下で等しいことを
大まかに述べており、これはＰ＝Ｔ（１／Ｒ１＋１／Ｒ２）で表せる。球では、Ｒ１＝Ｒ
２であり、Ｐ＝２Ｔ／Ｒとなる。壁張力と半径とが互いに比例する方向に変化する時（つ
まり、Ｔ／Ｒが一定の時）、すなわち、最小膨張より上で最大膨張より下の範囲の大部分
についてのゴム製風船での場合と実質的に同一であるが、風船の膨張圧は体積の変化にも
関わらずほぼ一定である。
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　　　【００２０】
　図２は体積に対する圧力の関係を示しており、特に、体積変化があっても圧力がほぼ一
定のままにある比較的大きな操作域を示している。実際の圧力値は膨張可能材料の厚さと
機械特性の関数である。
　　　【００２１】
　図１（ａ）および図１（ｂ）に示したプローブは、ハウジング２の複数の開口部１２を
介して内部チャンバと通じた外部チャンバ１１の体積により内部チャンバ５の体積を効果
的に拡大し、プローブ内に入れた患者の指３の動脈流によって生じるチャンバ５の体積が
変化してもチャンバ５内の流体による静圧がほぼ一定を維持する。指をプローブ内から部
分的に除去しても、残った部分はラプラス効果のため同じ外圧を加えられることになる。
　　　【００２２】
　指の末端指節骨の全表面に近拡張期逆圧（４０－７０ｍｍＨｇ）の付加は、組織に加わ
る局部的な圧力は微小循環の崩壊を起こす可能性があるという認識にも拘わらず、組織の
局所灌流に逆の影響を与えないように見えた。これは、動脈圧が動脈血液の流入を許す逆
圧を超えると同時に、静脈を介して戻る血液にたいして静脈圧は加えられた外圧を克服し
なくてはならないという事実による。静脈圧の外部から誘導された上昇は、上流へ向かう
微小循環を流出静脈血液と流入動脈血液の中間圧力レベルまで加圧することになる。それ
故に、加圧フィールド内の微小循環の壁通過圧はゼロより大きく、また微小循環の崩壊は
おこらない。
　　　【００２３】
　指先表面温度を３６℃周辺の狭い範囲に維持すること、しかも表面温度が７０ｍｍＨｇ
の加圧後２時間で降下する傾向の無いことが、上記モデルの微小循環開通性や続いておこ
る適切な組織灌流の保存を維持する。それは、被験者６０人の１２０本の指に対して加圧
プローブ検査を一晩おこなった結果は悪影響なく充分許容できたという事実が示す。
　　　【００２４】
　図１（ａ）および図１（ｂ）に示したプローブでは、内部チャンバ５に流体（例えば、
空気）を流れ込むことを可能にし、流れ出ることは不可能とする一方向バルブ１４を有す
るポート１３を介して、内部チャンバ５は初めに流体で満たされる。図３は時間によって
圧力がどのように変化するか示しており、また、固定量の空気を加えた後、装置内の圧力
が２４時間以上の間も比較的一定であることを示している。
　　　【００２５】
　図４は、図を簡単にして示すためにセンサ素子が省かれていることを除けば、図１（ａ
）および図１（ｂ）に示した上記のものと同じ構造のプローブを示している。また、ポー
ト１３および一方向バルブ１４も省略されており、その代わり、一定体積の流体を内部膜
４と外部膜１０で形成した空間内に永久に閉じ込めてある。
　　　【００２６】
　図５は図４と同様な構造を持つプローブを示しているが、外部膜２０がハウジング２の
先端部とで外部チャンバ２１を形成するようにチューブ状構造をしていることが異なる。
外部チャンバ２１はハウジングの先端に形成した複数の開口部２２を介して内部チャンバ
５と通じており、内部チャンバ５の体積を効果的に増大させて、上記のように体積が変化
しても検査対象の指３にかかる比較的一定の静圧を作り出す。図５は図１（ａ）および図
１（ｂ）の部材１３，１４に対応する再充填ポートや一方向バルブがないが、これらの部
材は外部膜２１で覆われてないハウジング３の部分に設けるなどすれば取り付け可能であ
る。
　　　【００２７】
　図６（ａ）乃至図６（ｃ）は図５の構造のプローブを操作して患者の指３がプローブに
差し込めるようにする一方法を示している。このためには、プローブのハウジング２に、
外部膜２０から内側（基部方向）に離したハウジングの堅い部分に環状リング２３を設け
てある。シリンダ２４とプランジャ２５を有する注射器形手押しポンプを使用して、流体
を内部チャンバ５から外部チャンバ２１に移動させ、患者が指をプローブ内に差し込める
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ようにする。図６（ａ）はシリンダ２４の開口端がリング２３に装着した状態を示し、図
６（ｂ）はプランジャ２５がシリンダ２４内で引かれ、内部チャンバ５内の流体が外部チ
ャンバ２１内へ流れ、患者がプローブ内へ指を差し込むことを可能とし、その後プランジ
ャ２５をシリンダ２４内の通常の位置に戻すことができることを示しており、図６（ｃ）
は手押しポンプを取り外す様子を示している。
　　　【００２８】
　図７（ａ）乃至図７（ｃ）は患者の指を差し込めるように、図５のプローブを操作する
別の方法を示している。これは、外部膜２０の内側表面に係合させた裏当て部材２８に固
定させ、外部膜２０の外側に設けたノブ２６などの摘みを外部膜２０に設けておこなう。
すなわち、ノブ２６をユーザがつかみ、外方向に引っ張ると外部チャンバ２１が膨張する
（図７（ｂ））。これによって、内部チャンバから流体が外部チャンバに流れ込み、患者
の指３がプローブ内へ差し込めるようになる。患者の指が差し込まれた後は、ノブ２６を
離すと、プローブは図７（ｃ）に示した作動位置となる。
　　　【００２９】
　図７（ａ）乃至図７（ｃ）の構造における外部膜２０の機能は、前述の構成でのラプラ
ス作用をおこない易くするためのものである。
　　　【００３０】
　図８（ａ）乃至図８（ｃ）は２つのハウジング・セクションから作られたプローブを示
しており、２つのセクションは互いにヒンジ結合しており、プローブを開くことが可能と
なり（図８（ｂ））、また患者の指を入れて閉じること（図８（ｃ））が可能である。従
って、図８（ａ）に示すように、ハウジング３２も一端が閉じ、他端が指３３を差し込め
るようにした開口部を有する筒状構造である。しかし、この場合、ハウジング３２は一体
型ヒンジ部材３２ｃによってその長手方向で接合される二分割したハウジング・セクショ
ン３２ａと３２ｂに分けられている。各ハウジングセクション３２ａ、３２ｂは内部帯状
膜３４ａ、３４ｂを有しており、これら内部帯状膜３４ａ，３４ｂは、それぞれの筒状セ
クションの端壁と両側面に沿って接合され、２つの内部チャンバ３５ａ、３５ｂを形成し
ている。プローブはさらに各セクション３２ａ、３２ｂの外面に取り付けた各セクション
用の外部膜３６ａ、３６ｂを有し、２つの外部チャンバ３７ａ、３７ｂを形成している。
各外部チャンバ３７ａ、３７ｂは各ハウジング・セクションの複数の開口部３８を介して
内部チャンバ３５ａ、３５ｂと連通している。この２つのハウジング・セクションのヒン
ジ無し側は、マジックテープ（「ベルクロ」(商標)ループアンドフック帯状ファスナー）
３９ａ、３９ｂを設けて、２つのハウジング・セクションを患者の指３３の回りで密閉状
態に閉じ、所望の圧力を指に加えることが可能なようにしてある。
　　　【００３１】
　図９は基本的に図８（ａ）乃至図８（ｃ）の２セクション構造と同じだが、２つのハウ
ジング・セクションを接合するためのマジックテープ３９ａ、３９ｂの代わりに、図９の
構造では２つのハウジング・セクション３２ａ、３２ｂの接触端に一体に形成した凹部４
０ｂに受け入れる凸部４０ａを有する。
　　　【００３２】
　図１０（ａ）乃至図１０（ｃ）は別の２分割タイプのハウジング・セクションを有する
プローブ構造を示しており、この例では２つのセクション４２ａ、４２ｂは各セクション
の先端壁４３ａ、４３ｂの隣接する端部をヒンジで接合してある。さらに、このヒンジは
、一体形ヒンジを使用する代わりに、先端壁４３ａ、４３ｂに接合したフレキシブルな非
伸縮性帯状体４４の形になっている。この２つの分割セクションは２本のマジックテープ
４５ａ、４５ｂによって閉じた状態を維持される。２本のマジックテープは分割ハウジン
グ・セクションの一方４２ａの開口端に固定され、他方のセクション４２ｂに固定された
マジックテープ４６と係合可能となっている。他の部分については、図１０（ａ）乃至図
１０（ｃ）に示したプローブは上記のものとほぼ同じであり、内部チャンバと連通した外
部チャンバを形成する外部膜を有し、上記ラプラス効果を生み出す。
　　　【００３３】
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　図１１（ａ）乃至図１１（ｃ）および図１２は手５１（図１２）の指に取り付けたプロ
ーブ５０を示している。プローブ５０は図１０（ａ）乃至図１０（ｃ）と同様に２分割構
造であり、詳細は図１１（ａ）乃至図１１（ｃ）に示されている。同図に示されたように
、２つのセクションの内部チャンバ５４ａ、５４ｂを形成する２つのセクションの内部膜
５３ａ、５３ｂと、複数の開口部５７を介して内部チャンバと連通する２つのセクション
の外部チャンバ５６ａ、５６ｂを形成する２つのセクションの外部膜５５ａ、５５ｂがあ
る。
　　　【００３４】
　図１１（ａ）は更に２つの内部膜５３ａ、５３ｂに固定された２つのセンサ部材５８ａ
、５８ｂを示しており、図１１（ｂ）に示すようにプローブに形成された空間に指を入れ
た時に、指の両側に配置されるようにセンサ部材は位置決めされている。このセンサ部材
５８ａ、５８ｂは導電性部材５９によってバンド６１に固定された電気回路６０に直接、
あるいは手袋を経て接続されている。電気回路６０は、例えば、電源や、センサ部材５８
ａ、５８ｂの駆動用、センサからの出力受信用、センサからの出力記憶用の他の回路、例
えば記憶装置を含むことも可能であり、装置を使用するときに外部電気接続の必要性を減
少することになる。
　　　【００３５】
　図１１（ａ）は更に、感圧スイッチＰ、あるいは歪み計のような他の圧力検出装置を内
部膜５３ｂに設け、プローブを患者の指に装着した時に漏れがおこらないようにし、また
適切な圧力となるようにする。圧力検出装置は光学的センサと直列に、あるいは制御装置
と並列に接続することが考えられる。
　　　【００３６】
　図４，図７（ａ）乃至図７（ｃ）、図８（ａ）乃至図８（ｃ）、図９および図１０（ａ
）乃至図１０（ｃ）のように図の多くは図１（ａ），図１（ｂ）のセンサ部材６ａ、６ｂ
および図１１（ａ）乃至図１１（ｃ）のセンサ部材５８ａ、５８ｂに対応するセンサ部材
を含んでないが、これらのプローブの説明および図を簡単にするために省略したものであ
り、実際に使用するときはセンサ部材が含まれることは言うまでもない。前述したように
、記述例の全てにおけるセンサ部材は光学的センサ、例えば、光源（ＬＥＤ）とプローブ
内の指の変化を光学的に検出する受光部から成り、また磁気センサ、例えば、永久磁石と
ホール効果による指の大きさの変化を検出する磁界検出器からなり、あるいは上記ＰＣＴ
出願に記載のような他の形式のセンサなどが考えられる。
　　　【００３７】
　図１３（ａ）乃至図１３（ｃ）は指プローブ内にセンサ部材５８ａ、５８ｂを取り付け
、かつセンサ部材への外部配線をおこなう一方法を示している。このようにして、各セン
サ部材５８ａ、５８ｂは一端を導電性部材、通常は電線５９ａ、５９ｂに接続させ、電線
はセンサ部材と反対位置にゴム製プラグ６２ａ、６２ｂを有し、このプラグは上記ラプラ
ス効果を保存するために密封状態を作るためのものである。すなわち、プラグ６２ａ、６
２ｂは２分割したハウジング・セクション５２ａ、５２ｂの接合壁に設けた開口部６３ａ
、６３ｂ内に装着させる。ハウジング・セクションの接合はフレキシブルな非伸縮性帯状
体４４で固定されている。２つのセンサ部材５８ａ、５８ｂはハウジング・セクション５
２ａ、５２ｂで形成された空間内のダイアフラム５３ａ、５３ｂに固着させてある。これ
はセンサ部材を組み付け、２つのハウジング・セクションを図１３（ｃ）に示したような
閉じた状態とする時に、ハウジング内の空間に指を入れた位置でセンサ部材が指の両側に
なるようにする。このセンサ部材は信号を出力し、ハウジング壁を貫通する電線５９ａ、
５９ｂを介して、図１２に示したような患者のバンド６１に設けた電気回路６０などの電
気処理システムおよび／あるいは記憶システムに送る。
　　　【００３８】
　プラグの一方、例えば６２ａは空気漏れをおこさないようにし、図１１（ａ）で説明し
たように、プローブを使用する時に圧力の適正レベルを得るため感圧装置Ｐを設けること
が可能である。
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　　　【００３９】
　図１４は患者の指７３の先端を受けるためのシンブル部７２を有する指プローブを示し
ており、さらに、プローブを患者の指に装着した時に患者の心臓に近い側で、シンブル部
７２の開口端に隣接して環状加圧カフ７４も設けてある。この加圧カフ７４は上記引例Ｐ
ＣＴ出願に説明してあるように、患者の心臓側に向かってセンサ部材５８ａ、５８ｂを通
り越し静圧フィールドを広げている。この例では、内部ダイアフラム７５がその周辺部を
シンブル部７２の内面に取り付けられ、内部チャンバ７６を形成し、また、同様に、別の
内部ダイアフラム７７がその周辺部を環状カフ部７４の内面に取り付けられ、内部環状チ
ャンバ７８を形成する。さらに、外部ダイアフラム７９がその周辺部片側に沿ってシンブ
ル部７２の外面に取り付けられ、また、その周辺部の別側に沿って環状部７４の外面に取
り付けられ、両者によって共通の外部チャンバ８０を形成している。この外部チャンバ８
０はシンブル部７２の複数の開口部８１を介して内部チャンバ７６と、環状加圧部７４の
複数の開口部８２を介して内部チャンバ７８と連通している。
　　　【００４０】
　センサ部材５８ａ、５８ｂはシンブル部７２内に設けられている。このシンブル部は前
述の静圧を患者の指７３の先端回りにほぼ均一にかける。この静圧フィールドは上記ＰＣ
Ｔ出願で説明したように環状カフ部７４の膜７７で形成された内部チャンバ７８によって
、センサ部材を通って患者の心臓側まで広げられている。しかし、この場合では、外部膜
７９によって形成された共通外部チャンバ８０が、中の体積が変化しても上記したように
ラプラスの法則によりシンブル部７２と環状部７４をほぼ同じ静圧フィールドに維持する
。
　　　【００４１】
　上記プローブでは、センサ部材（例えば、図１（ａ）、図１（ｂ）の６ａ、６ｂ）は患
者の指がプローブ内に入れられた時に指の両側に位置するようにプローブ内に収納されて
いる。こうした構成で、センサ部材は電気信号を発生し、図１２に示す電線５９を介して
処理回路および／あるいは記憶回路６０に出力される。
　　　【００４２】
　図１５，図１７（ａ）はセンサ部材を指プローブのハウジング内ではなく、指プローブ
から分かれた別のハウジング内に設け、流体チューブで接続した２つの構成を示す。
　　　【００４３】
　図１５に示したプローブはシンブル部７２と環状カフ部７４を有する図１４に示したタ
イプの物である。シンブル部７２の内部チャンバ７６は一本の流体チューブ９０により堅
固な第二ハウジング９３内にあるチャンバ９２に接続されており、第二ハウジングは例え
ば、患者の手首のような指プローブに近い位置に設けるのが望ましい。チャンバ９２は一
端が壁９５で閉じられ、反対側が膜９６によって閉じられたシリンダ９４で形成されてい
る。
　　　【００４４】
　カフ部７４の環状チャンバ７８は別の一本のチューブ９７を介して第二ハウジング９３
内の別のチャンバ９８に接続してある。このチャンバ９８は一端が壁１００で閉じられ、
反対側が膜１０１によって閉じられたシリンダ９９で形成されている。
　　　【００４５】
　第二ハウジング９３内の２つのチャンバ９２，９８は、プローブのシンブル部７２内の
チャンバ７６およびカフ部７４内のチャンバ７８とそれぞれ同じ圧力を受けることが分か
る。これらの圧力は第二ハウジング９３内の圧力と対抗することになる。第二ハウジング
内の圧力は注射器形手押しポンプ１０２によって予め設定でき、ポンプ１０２はハウジン
グ９３の内部に接合したシリンダ１０３と、ハウジング９３内の体積を変え、それにより
ハウジング９３内の圧力を変えるため移動可能なプランジャ１０４とを有する。
　　　【００４６】
　プローブのシンブル部７２にチューブ９０を介して接続したチャンバ９２は、シンブル
部７２のチャンバ７６内の体積変化、すなわちシンブルを装着した患者の生理学的状態を
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検出するためのセンサを有する。従って、センサ部材１０５ａが膜９６に固定されて膜と
共に移動するようになっており、一方、別のセンサ部材１０５ｂがチャンバ９２の底面９
５に固定されており、こうしてセンサ部材１０５ａと１０５ｂとでチャンバ９４内の体積
変化を測定することができる。
　　　【００４７】
　図１５の構成は、患者の指先にほぼ均一な静圧を加えるための加圧手段を、指プローブ
内に全体を収納した媒体からなる構造とする上記構成の利点を得ることはできないが、他
のいくつかの利点を得ることができる。すなわち、図１５のプローブのシンブル部７２は
、例えば図１（ａ），図１（ｂ）に示したような外部チャンバを必要としない。なぜなら
、第二ハウジング９３内のチャンバ９４は、第二ハウジングを外気に通じさせれば、上記
ラプラスのＰ／Ｖ特性をプローブに提供するための外部チャンバとして働くからである。
また、このハウジングが外気に通じてなくても、この構成は環状カフ部７４とプローブの
シンブル部７２の両方の圧力を予め設定できるという便利さがある。
　　　【００４８】
　この構成は、また、プローブそのものにセンサ部材を取り付けるよりも、分かれたハウ
ジング９３内に設けるので、患者の指に装着するプローブの構造を簡略化することになる
。従って、プローブのシンブル部は、一端が閉じて、反対側の他端が開いた２つの柔軟な
プラスチック製筒状部材を有し、その筒状部材は患者の指をその中に差し込んだ時に加圧
チャンバの半分づつを形成するように患者の指の反対側に係合するようにシンブル部内に
設けられている。カフ部７４は省略しても良い。
　　　【００４９】
　図１５に示した構成の別の考えられる利点は、皮下小血管に局部的にかたよるのを避け
るという傾向である。また、センサ部材１０５ａ、１０５ｂを内蔵するハウジング９３は
指に装着するプローブに極めて近接して設けることができる。例えば、患者の動きを極力
制限しないために、かつ流体チューブ９０，９７の長さを最短とするために手首に設けた
りすることである。
　　　【００５０】
　図１６は図１５の装置のバリエーション構造を示しており、分離したハウジング９３は
そのハウジング内の圧力を検出し、この検出情報をＣＰＵ１０６に供給する圧力センサ１
０５を有する。また、ＣＰＵ１０６は、ハウジング９３内の圧力を予め設定する圧力源１
０７（例えば、図１５の注射形手押しポンプ１０２）から情報を受ける。ハウジング９３
内のセンサ部材１０５ａ、１０５ｂからの出力信号も回路１０８で増幅され、フィルター
処理され、また他の処理をおこなった後にＣＰＵ１０６に送られる。ＣＰＵ１０６は前記
入力を、前記引例のＰＣＴ出願で説明したような処理をおこない、かつディスプレイ１０
９に表示される出力を作る。
　　　【００５１】
　他の特徴については、図１６に示した装置は図１５に関して説明したものと同じ構造と
なっており、かつ同じ方法で作動する。従って、同じ番号は両図とも同一あるいは対応す
る部材を示す。
　　　【００５２】
　図１７（ａ）および図１７（ｂ）は上記の構造、特に図１５，図１６に示した構造と同
じ指プローブを示すが、この構造はプローブ内に入れた患者の指と接触するための接着層
を有する。この接着層は、内面接着層１０７ａと外面接着層１０７ｂとを有する両面接着
帯１０７の形で設けられる。内面接着層１０７ａは保護層１０８で覆われており、患者の
指がプローブ内に入れられた後、この保護層１０８ははぎ取られ、プローブ内の指と内面
接着層１０７ａが接触し、しっかり接着することが可能となる。
　　　【００５３】
　他の特徴については、図１７（ａ）、図１７（ｂ）に示したプローブは、上記の構造、
特に図１５、図１６に関して説明したものと同じ構造とすることが可能である。
　　　【００５４】
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　図１８は上記引用文献のＰＣＴ出願の図２３で説明したものと同様な、連続的な非侵襲
血圧測定をおこなうための装置で使用する新規な指プローブを含む装置を示している。例
えば、図１８に示した指プローブは図１１（ａ）乃至図１１（ｃ）に関して説明した構造
のものであるが、他の構造のものでも使用できる。
　　　【００５５】
　すなわち、図１８に示した指プローブは内部チャンバ５４ａ、５４ｂ内の患者の指を所
定温度、望ましくは３５－４０℃に暖めるためにプローブ・ハウジング５２ａ、５２ｂの
外面回りに装着させた電熱線１１０を有する。指の血管が膨張するように、サーミスタ１
１１等が所定温度に維持するために電熱線を制御する。
　　　【００５６】
　図１８に示したプローブは、基準点に対して指プローブの垂直位置を検出するための垂
直位置センサ１１２を更に有する。センサ１１２は上記引例のＰＣＴ出願に記載されたも
のと同じ構造が可能であり、一端がフレキシブルな膜１１２ａで閉じられ、反対側の他端
は水が満たされたチューブ１１３を介して圧力トランスデューサ１１４に接続された液体
（望ましくは水）が満たされたハウジングを有する。トランスデューサ１１４はセンサ１
１２の垂直位置に対応した電気出力を作り出し、それにより指プローブの患者の心臓レベ
ルに対する垂直位置が分かる。
　　　【００５７】
　前述の指プローブのセンサ部材５８ａ、５８ｂは出力信号を増幅し、処理するための回
路１１５ａに電線１１５を介して接続し、さらにＡ／Ｄコンバータ１１６を介してＣＰＵ
１１７に接続されている。電熱線１１０は電線１１８を介して電力供給部１１９から電力
が供給され、またＣＰＵ１１７にも同様に電力が供給されている。サーミスタ１１１は電
線１２０を介して制御回路１２１に接続されており、制御回路もＡ／Ｄコンバータ１１６
を介してＣＰＵ１１７に出力を送る。ＣＰＵ１１７はディスプレイ１２２への出力を作る
。
　　　【００５８】
　図１８に示した装置を較正し、連続非侵襲血圧測定に使用する方法は、上記引例のＰＣ
Ｔ出願に説明されている。
　　　【００５９】
　図１９（ａ）乃至図１９（ｄ）は、プローブから外部加圧流体源への流体接続の必要性
をなくした加圧源内蔵の指プローブ装置を示している。しかし、図１９（ａ）乃至図１９
（ｄ）に示したプローブでは、患者の指に静圧を加える加圧源は、前述の実施例でのよう
に指プローブ内の流体チャンバにより設けられてはいないが、指プローブ内の弾性スポン
ジ体でおこなわれる。
　　　【００６０】
　従って、図１９（ａ）乃至図１９（ｄ）に示した指プローブはハウジング２０２を２つ
に分割したハーフ・セクション２０２ａ、２０２ｂとし、一端側をフレキシブルで、非伸
縮性の帯状体２０３でヒンジ留めとし、反対側をマジックテープ２０４で確実に締め付け
、患者の指２０５に静圧を加えるようにした。しかし、この場合には、患者の指の回りに
静圧を加える手段は、プローブの各ハーフ・セクションにある弾性スポンジ体２０６ａ、
２０６ｂの形となっている。ゲル物質層２０７ａ、２０７ｂが各スポンジ体２０６ａ、２
０６ｂの内面を覆い、図１９（ｃ）および図１９（ｄ）に示したようなハウジング・セク
ションを閉じた状態で患者の指をハウジングに差し込んだ時に、患者の指に直接接触する
ようにゲル物質層２０７ａ、２０７ｂを露出させる。センサ部材２０８ａ、２０８ｂは上
記のいずれの装置でも可能だが、スポンジ体２０６ａ、２０６ｂ、あるいはゲル物質層２
０７ａ、２０７ｂの内面にそれぞれ取り付ける。
　　　【００６１】
　患者の指の回りを２分割形ハウジング・セクションで包み込み、マジックテープを適度
な強さで締め付けることによりプローブ内の患者の指に、所望の固定圧を加えることが可
能である。ゲル物質層２０７ａ、２０７ｂは指に対してスポンジ体やセンサ部材をより確
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実に固定し、加えた力をより均一に散らすことになる。
　　　【００６２】
　本発明はいくつかの望ましい実施例について説明してきたが、これらは単に例として述
べたものであり、他の多くの変更例も考えられる。例えば、上記引例のＰＣＴ出願で説明
したような光学センサやホール効果センサ以外にも他の形式のセンサを使用できる。マジ
ックテープや上記タイプ以外の締め具も使用できる。また、プローブはＰＣＴ出願に記載
したように、患者が手にはめる手袋に組み込むことも可能である。
　　　【００６３】
　さらに、指プローブは血液の酸素飽和を測定するためのパルス酸素濃度計を収納するた
めに使用可能である。こうした用途では、従来のパルス酸素濃度計センサをプローブ・ハ
ウジング内に収納し、静圧フィールドにより安定した環境が作られるので、血液の酸素飽
和（ＳａＯ２）の測定をうまくできるようになる。
　　　【００６４】
　図１乃至図１８に記載の全ての実施例は上記のラプラス作用を得るように考えられてお
り、膨張圧は体積の変化にかかわらずほぼ一定となっている。スポンジのクッション材を
有する図１９（ａ）～図１９（ｂ）のプローブ構造はラプラスの法則に従った作用をおこ
なわないが、スポンジのクッションをセンサを内包するチャンバの一部だけを占めるよう
に設け、実質的にラプラス作用を得る、ハイブリッド構造を設けることが考えられる。
　　　【００６５】
　さらに、本発明は指プローブ以外の用途、例えば、身体の部分用の包帯に対する補助と
して、静脈破裂に備えて身体の部分に静脈膨張を起こす手段として、手首や足首の捻挫の
ような柔らかい組織の怪我の部分を保持し、圧迫し、また／あるいは固定するための手段
として、身体の浮腫がある部分への加圧アプリケータ等として使用可能である。
　　　【００６６】
　本発明の考えられる別な用途は使い捨てセンサであり、膨張前の表面に設けた一枚の膜
あるいは複数の膜に基づき、指の回りを包み込み、自由端は接着して閉じ、均一の圧力を
指全体に加えることのできるものである。この膜はプラスチック・シート、ゴム引き布な
どのような空気を通さず、曲げられ、非伸縮性がるような材料上に設けることも可能であ
る。一本あるいは複数のチューブを指プローブと手首などに設けた検出部の間を連通させ
る。離れた場所に設けた一方向圧力解放バルブは、初期使用の際に過剰の圧力を指プロー
ブから排出させる。
　　　【００６７】
　更に本発明の考えられる用途は垂直移動センサであり、それは一端が大気圧基準圧力ト
ランスデューサに接続し、反対の端部は従動チップに接続した流体で満たされた一本のチ
ューブから構成したものである。圧力トランスデューサと従動チップはそれぞれ心臓レベ
ルと測定位置、あるいは、その逆に設けられる。
　　　【００６８】
　さらに別のバリエーションは、同一のプローブ内に光学センサと体積測定センサとの組
み合わせを有するプローブを提供することである。光学検出部材は前記のように指の両側
に設ける必要がなく、他の位置に設けることができる。特に有用な構成は光学センサと光
源がそれぞれ指の動脈上に位置し、互いに１４０度の角度をとるように向きを決められる
。
　　　【００６９】
　本発明のバリエーション、改良、用途は他にも多く現れると思われる。
【図面の簡単な説明】
　　【図１】
　（ａ）は本発明による指プローブの一形態を示す、長手方向に沿った断面図であり、（
ｂ）は９０度回転した図である。
　　【図２】
　図１の指プローブの操作状態を説明する体積と圧力の関係のグラフ。
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　　【図３】
　図１の指プローブの操作状態を説明する圧力と時間の関係のグラフ。
　　【図４】
　図１と同様の図であるが、センサを省略し改良形態を示す。
　　【図５】
　図１と同様の図であり、本発明による別の指プローブ例を示す。
　　【図６】
　患者の指に図５の指プローブを装着した使用例を示す。
　　【図７】
　図５の指プローブの改良例であり、患者の指に装着した使用例を示す。
　　【図８】
　本発明による別の指プローブの構造を示す断面図。
　　【図９】
　図８の装置と同様な断面図であるが、２分割ハウジング・セクションを締め付ける別の
締め付け構造を有する。
　　【図１０】
　図８に対応した図であり、本発明の別の構造の指プローブを示す。
　　【図１１】
　図１０と同様の図であるが、別の指プローブを示す。
　　【図１２】
　図１１の指プローブを患者の指に装着した一例を示し、電気回路への読み出しについて
説明する図。
　　【図１３】
　本発明による別の指プローブを示す図であり、特にセンサ部材その物、およびセンサに
電気的接続をする方法を示す。
　　【図１４】
　図１あるいは図４に示した指プローブを示すが、センサ部材に対して加圧フィールドを
拡大するため、アダプタの内端につながった加圧カフを有する。
　　【図１５】
　本発明の別の特徴による指プローブの別の構造を示す。
　　【図１６】
　図１５に示したアダプタを含む全体装置を示す。
　　【図１７】
　本発明による別の指プローブの構造を示す。
　　【図１８】
　前述の指プローブのいずれかを含む全体装置を示す。
　　【図１９】
　本発明による他の指プローブを示す図。
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